
（ Ｒ４年４月様式改定 ）



択伐① ： 天 然 林

択伐② ： 人 工 林

（事前申請）
農林水産振興センター
又は権限移譲市町村※1

農林水産振興センター
又は権限移譲市町村※1

農林水産振興センター
又は権限移譲市町村※1

農林水産振興センター
又は権限移譲市町村※1

　　　　　　　　　届出が必要かどうか、どのような
　届出が必要か等に関する詳細な内容については、
　最寄りの 　　　　　　　　、または
　　　　　　　　　　　　　　　 及び
　　　　　　　　　　 の　　　まで
　お問い合わせください。

【お問い合わせ先】

市町村林務担当課

島根県各農林水産振興センター

隠岐支庁農林水産局　事務所

１haを超える開発

１ha以下の開発

以下

を超えず、

太陽光発電施設設置は
0.5haを超える場合

太陽光発電施設設置は
0.5ha以下の開発


